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ＩＰ網へ移行後の音声接続料の在り方 1

ＩＰ網へ移行後は双方向接続が主体となることを踏まえ、

「課題① ユーザ料金の低廉化が進んでいない。」や

「課題② 接続料の設定において事業者間の公平性が確保できていない。」

といった課題に改めて対応するため、

着信接続料を設定する全ての事業者を対象に着信接続料の低廉化を図る仕組みとして

着信接続料規制について検討を進めるべきではないか。

そのため、一部答申後に、

算定方法等の具体化等、制度設計に係る検討を行っていくことが適当ではないか。

一部答申（案）に向けた論点整理
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課題① ユーザ料金の低廉化

課題② 接続料の設定における事業者間の公平性の確保

課題への対応



通信サービスの国際比較 3

国 米国 英国 フランス ドイツ 韓国 日本

モ
バ
イ
ル

事業者 Verizon Telefonica UK Orange
Telefonica 

Deutschland 
Holding

SK Telecom NTTドコモ

提供
状況

通信料金プランに
組み込み
（通話無制限）

通信料金プランに
組み込み
（通話無制限）

ほとんどの通信料
金プランに組み込
み（通話無制限）

通信料金プランに
組み込み
（通話無制限）

ほとんどの通信料
金プランに組み込
み（通話無制限）

基本料金＋通話料
（定額制等）

※一部の低容量プラン
は月120分無料

※一部の低容量プラン
は月80～280分無料

※完全無制限（1700円）、
5分無料（700円）等

固
定

事業者
Verizon 
Communications

BT Group Orange France
Telekom 
Deutschland

KT Corp NTT東日本・西日本

提供
状況

通信料金プランに
組み込み

基本料金＋通話料
（定額制）

基本料金＋通話料
（定額制等）

基本料金＋通話料
（定額制等）

基本料金＋通話料
（定額制等）

基本料金＋通話料
（従量制）

※住宅用はIP電話のみ、
事務用は米国内無制限

※固定電話へ完全無制
限、夜間・週末が無制
限、週末のみ無制限

※完全無制限、月３０
～１８０分無料等

※固定電話へ完全無制
限、月１２０分無料等

※月３，０００分無料等

○ 欧米諸国では、音声通信サービスが料金プランに組み込み、あるいは定額制プランが一般的となっている。

出典： 「電気通信サービスに係る内外価格差調査」（総務省）



電話通信料の国際比較 4

（注）各バスケットの想定
する１日当たり通信時間
はおおよそ次のとおり。
家庭用２０呼：２分
家庭用６０呼：６分
家庭用１４０呼：１７分
家庭用４２０呼：７０分
事業用１００呼：７分
事業用２６０呼：２０分
携帯電話１００呼：６分
携帯電話３００呼：１９分
携帯電話９００呼：６０分
（携帯電話バスケットには
このほかデータ通信と
ＳＭＳの利用が含まれる）

（出典）ＯＥＣＤデジタル
経済白書２０１５年版、
ＯＥＣＤブロードバンド
ポータル

○ ＯＥＣＤの公表データによれば、我が国の固定電話通信料の低廉度は３４カ国中２６～３３位、携帯電話通信料※１は３５か国中
※２３３～３５位に留まっている。 ※１ データ通信料金を含む。 ※２ 2016年からラトビアが加盟。

計測時点:

20呼 60呼 140呼 420呼 100呼 260呼 100呼500MB 300呼1GB 900呼2GB
⽇本 26 31 33 30 29 31 35 34 33
韓国 2 6 23 29 5 26 1 15 19
オーストラリア 23 32 26 18 30 24 21 14 8
ニュージーランド 33 30 29 22 23 20 10 21 23
カナダ 16 10 6 6 11 5 31 29 31
チリ 12 9 13 31 18 27 26
メキシコ 4 23 19 28 13 23 11 11 9
⽶国 27 25 30 24 14 11 33 30 28
オーストリア 24 26 32 33 8 15 7 6 4
ベルギー 32 19 22 21 21 21 27 25 22
チェコ 28 28 31 32 32 30 34 32 30
デンマーク 17 18 15 12 28 29 19 12 7
エストニア 5 3 8 25 3 6 8 3 10
ラトビア 12 8 12
フィンランド 21 34 34 34 31 32 15 16 14
フランス 15 14 24 26 24 12 6 2 5
ドイツ 20 16 21 14 15 10 9 20 24
ギリシャ 22 20 20 9 19 18 28 35 35
ハンガリー 8 7 4 3 27 28 32 33 34
アイスランド 1 1 1 7 1 1 17 18 16
アイルランド 31 33 25 20 22 13 25 19 18
イタリア 18 21 18 15 33 33 24 23 25
ルクセンブルク 11 11 10 4 7 8 2 1 1
オランダ 29 29 16 10 25 22 26 22 21
ノルウェー 3 2 2 1 4 4 20 13 17
ポーランド 19 12 5 2 9 7 14 9 3
ポルトガル 25 27 28 27 20 25 22 26 29
スロバキア 9 15 17 17 26 17 29 31 32
スロベニア 14 17 14 11 17 14 13 24 20
スペイン 34 22 27 23 16 27 30 28 27
スウェーデン 13 13 9 5 18 19 3 7 11
スイス 10 8 7 16 12 16 23 17 13
英国 30 24 11 8 10 2 5 5 2
イスラエル 6 4 3 13 2 3 16 10 6
トルコ 7 5 12 19 6 9 4 4 15

アジア・
⼤洋州

⽶州

欧州

その他

2014年8⽉現在 2017年5⽉現在

バスケット種類:
家庭⽤電話料⾦ 事業⽤電話料⾦ 携帯電話料⾦



携帯電話通信料の国際比較 5

○ 日本の携帯電話通信料は、いずれの場合（データ容量：2GB、5GB、20GB）においても高い水準に留まっている。

データ容量月2GB データ容量月5GB
（税込 単位：円） （税込 単位：円）（税込 単位：円）

データ容量月20GB
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■ 携帯電話通信料の国際比較 （スマートフォン ＭＮＯシェア１位の事業者）

（注１）各年度において通貨換算に用いる購買力平価の値がそれぞれ異なる。 （注２）各年度において設定しているモデルの音声通話の分数は異なる。
（注３）シェアの変動により、年度によって対象事業者が異なる場合がある。
（注４）データ容量月20GBは2016年度から通信料金を調査している。 （注５）2014年度は12月時点の通信料金を調査している。
（注６）2016年度においてデュッセルドルフではデータ容量月20GBプランを提供していなかったため、提供プランの中で最も容量が多い（15GB）プランで比較。

出典： 「電気通信サービスに係る
内外価格差調査」（総務省）



音声通話料の推移等

○ 携帯電話の音声通話料（従量制）は、１０年以上前から変わっていない（１２０円／３分）。
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■ 携帯電話各社の音声通話料（従量制）の推移
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音声トラヒックの推移 7

○ 音声トラヒックは年々減少する傾向にある。

○ 携帯電話は、定額制プランの提供により一時的に通信時間が増加したものの、その後は再び減少に転じている。

■ 通信時間■通信回数

出典： 「通信量からみた我が国の通信利用状況」（総務省）
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（参考）音声トラヒックの国際比較 （三菱総合研究所資料） 8

 国⺠⼀⼈当たりの⾳声通話トラヒック（分数）の国際⽐較
 ⼀⼈あたり通話分数は、⽶国が最も多く、英・仏・韓は1/3程度、⽇本は1/6程度の⽔準(2009年時点)。
 2007→2017の期間において、⽇本では⼤幅減少する⼀⽅、仏・韓では増加している。

増加している仏・韓では、増加の主因は携帯発トラヒックの⼤幅増である。
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⼈⼝あたり⾳声トラヒックの推移
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出典︓ITU World Telecommunication/ICT Indicators (WTI) Database 2019
のデータを基に、MRIが集計・分析

※⽶国の数字はMRI推計値
固定発携帯着、携帯発は2009年実績値、固定発固定着は
2005,2006年実績値を基に2009年の値を推計
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携帯着）のトラヒックの合計値。国際は含めていない。



音声接続料の推移

○ ここ数年において音声接続料は下げ止まり、あるいは上昇傾向にある。
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携帯：NTTドコモ

携帯：KDDI

携帯：ソフトバンク

固定：NTT東西（GC接続）

固定：NTT東西（IC接続）

固定：NTT東日本（IGS接続）

固定：NTT西日本（IGS接続）

（円/３分）

※１ 各年度において最終的に適用される接続料を記載。
※２ 第二種指定電気通信設備設置事業者の接続料について、平成22年3月より、原価から営業費を除外。
※３ 第二種指定電気通信設備設置事業者の平成27年度の接続料の値は、平成28年5月の第二種指定電気通信設備接続料規則施行後の届出値。
※４ 第二種指定電気通信設備設置事業者の接続料について、区域内外統一料金となっている。ただし、KDDIは平成28年度まで、ソフトバンクは平成27年度まで、

区域内外に区分して算定しており、当該年度までの数値は、それぞれ区域内のものを使用している。

原価から営業費を除外
（ガイドライン策定）
（Ｈ２２年３月）

利潤の算定方法の見直し
（省令改正）
（Ｈ２９年２月）

既存ひかり電話網コスト配賦終了
（Ｒ２年度）（西日本）

既存ひかり電話網コスト配賦終了
（Ｈ２９年度）（東日本）



音声接続料の国際比較

○ 国際比較において、日本の音声接続料は、算定方式の違い等から高い水準にある。
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■ 携帯電話の音声接続料（２０１７年）■ 固定電話の音声接続料（２０１７年）
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（参考）主要国における音声接続料（固定電話） 11

米国 英国 フランス ドイツ 韓国 日本

規制方式
ビル・アンド・キープ

（2020年までに
完全移行）

ＬＲＩＣ方式による
上限規制

LRIC方式による
上限規制

LRIC方式による
認可制

LRIC方式による
認可制

LRIC方式による
認可制

適用対象
事業者

全事業者 全事業者 全事業者
ＤＴ

（他事業者にも同額
を義務付け）

ＫＴ
ＮＴＴ東日本・

西日本

ＩＰ－ＬＲＩＣ
採用状況

－ ○ ○ ○ × ×

ＬＲＩＣ方式
の詳細

－ 純粋増分費用方式※ 純粋増分費用方式※ 純粋増分費用方式※

＋国際ベンチマーク
平均費用方式 平均費用方式

接続料水準
0.78円/分

（0.07￠/分）
（2016年7月～）

0.048円/分
（ 0.032ｐ/分 ）
（2015年10月～）

0.103円/分
（ 0.077€¢/分 ）

（2017年１月～）

0.321 円/分
（0.24€¢/分）
（2014年12月～）

1.072円/分
（10.86Ｗ/分）

（2017年）

GC接続料：2.13 円/分
（2017年度）

（推移） ※一部大手事業者はビル・ア
ンド・キープへ既に移行

FY2014: 0.033 p/分
FY2013: 0.034 p/分
FY2012: 0.219 p/分

2016.1～：0.078€c/分
2015.1～：0.079€c/分
2013.1～：0.080€c/分

2012.12～：0.36€c/分 2016年：11.98Ｗ/分
2015年：13.44W/分
2014年：14.73W/分
2013年：16.74W/分

FY2016：2.02円/分
FY2015：1.93円/分
FY2014：1.80円/分

■主要国における固定電話網の着信接続料算定方式

料金は、以下のレートで換算
(H29.9.19現在）

・1ドル ＝ 111.68 円
・1ポンド ＝ 151.31 円
・1ユーロ ＝ 133.92 円
・１ウォン ＝ 0.09875円

○ 欧州では、２００９年の着信接続料に関するＥＵ勧告により、多くの国※１がpure ＬＲＩＣ方式※２を採用し、着信接続料が低廉化。
※１ ２０１６年7月現在、欧州３７か国のうち２２か国が、ＥＵ勧告に基づくpure LRIC方式を採用。

※２ pure LRIC方式（純粋増分費用方式）： 接続呼により追加的に発生する費用のみを配賦する方式。全ネットワーク費用を配賦する平均費用方式よりも低廉な接続料となる。

○ 日本は、全ネットワーク費用を配賦する平均費用方式を採用しており、欧州に比べ高い水準。



（参考）主要国における音声接続料（携帯電話） 12

■主要国における携帯電話網の着信接続料算定方式

※ 純粋増分費用方式（pure LRIC方式）は、接続呼により追加的に発生する費用のみを配賦する方式。全ネットワーク費用を配賦する平
均費用方式よりも低廉な接続料となる。

料金は、以下のレートで換算
(H29.9.19現在）

・1ドル ＝ 111.68 円
・1ポンド ＝ 151.31 円
・1ユーロ ＝ 133.92 円
・１ウォン ＝ 0.09875円

○ 欧州※では、２００９年の着信接続料に関するＥＵ勧告により、固定電話網と同様に多くの国※１がpure ＬＲＩＣ方式を採用。

○ ＯＥＣＤの公表データ（２０１８年２月）によれば、日本はＯＥＣＤ３５か国中、スイスに次いで２番目に高い水準。
※ 米国では、携帯電話市場において受信者料金負担が採用されてきたこともあり、接続料を通じた事業者間精算は一般に行われていない。

国 英国 フランス ドイツ 韓国 日本

規制方式
ＬＲＩＣ方式による

上限規制
ＬＲＩＣ方式による

上限規制
ＬＲＩＣ方式による

認可制
ＬＲＩＣ方式による

認可制
届出制

適用対象
事業者

全事業者 全事業者 全事業者 ＭＮＯ３社
ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフト

バンク、沖縄セルラー

ＬＲＩＣ方式
の詳細

純粋増分費用方式 純粋増分費用方式 純粋増分費用方式 平均費用方式 －

接続料水準

0.77円／分 0.99円／分 1.47円／分 1.44円／分
（例）ＮＴＴドコモ

2.49円／分

（FY2017： 0.507p／分） （2017年： 0.74€c/分） （2016.12～2017.11：
1.10€c/分）

（2017年： 14.56W/分） （2017年度： 0.0415円／秒）



諸外国におけるユーザ料金の低廉化 13

○ 諸外国の事例を踏まえると、ユーザ料金低廉化のためには着信接続料の低廉化だけでなく、価格競争をしかける新規参入事

業者のような競争的事業者の存在等によって市場競争が活性化することが必要と言える。

 米国

• 携帯事業者間の接続料精算は従来より行われていない。また、もともとユーザ料金が高水準であったが、その要因として、大手２社（Verison

Wireless、AT&T Mobility）による緩やかな競争等が指摘されていた。

• ２０１３年以降、T-Mobile USが競争的事業者としてアンキャリア戦略による新たなサービスを次々に展開し、ユーザ数の拡大に成功した。これによ

り、市場競争が活性化し、ユーザ料金の低廉化が進んだものと見られる。

 英国

• ２００９年のＥＵ勧告に基づき着信接続料の算定方式としてpure LRIC方式を採用後、大幅に着信接続料の低廉化を進めた。

• 市場では２０１３年、Threeが競争的事業者として、無制限データプランの提供やローミング課金の撤廃など新たなサービスを展開した。そうした影響

により、市場競争が活性化、ユーザ料金の低廉化が進んだものと見られる。

 仏国

• ２００９年のＥＵ勧告に基づき着信接続料の算定方式としてpure LRIC方式を採用後、段階的に着信接続料の低廉化を進めた。

• 市場では２０１２年、Ｆｒｅｅ Ｍｏｂｉｌｅが競争的事業者として、超低価格のプランを展開し、ユーザ数を拡大した。そうした影響により、市場競争が活性

化、ユーザ料金の低廉化が進んだものと見られる。

 独国

• 欧州諸国の中ではユーザ料金が比較的高水準となっている。

• その要因としては、①ＭＮＯ３社（Telefonica Deutschland Holding（O2）、Telekom Deutschland（T-Mobile）、Vodafone Germany）による緩やかな競争と競争的事

業者の不在、②英国や仏国と比べて緩やかな規制（かつては着信接続料の算定方式としてpure LRIC方式を採用していなかったため高水準であっ

たこと）、③地理的要因（国土が広く山地が多いことによる投資コストの増大）等が指摘されている。

 韓国

• 着信接続料が欧州諸国に比べ高い水準にあるが、固定電話事業者の収支改善のため携帯電話の接続料低廉化により固定・携帯間の接続料格差

を縮小する政策を採用しており、日本よりも低い水準となっている。

• 市場では、欧米諸国のような競争的事業者の存在は認められないが、ユーザ料金は国際比較で低位～中位水準に位置しており、また年々緩やか

に低廉化が進んでいる。



課題① ユーザ料金の低廉化 14

課題① ユーザ料金の低廉化が進んでいない。

• 日本のユーザ料金（音声通話料）は、低廉化が進んでいない（携帯電話の従量制通話料は、１０年以上前から変わっていない）。

• 国際比較において、日本の音声接続料は高い水準にある。

• 音声通話料の高止まりの一要因は、事業者が音声通話サービスの提供に当たって負担する他律的なコストである接続料の水

準が高止まりしていることにあるのではないか。

• 音声通話料の低廉化を進めるための方策の１つとして、着信接続料の低廉化を図る必要があるのではないか。

＜事業者が負担する接続料支出＞

発信側事業者
電話網

着信側事業者
電話網

接続
（POIビル）

通話料

発信側事業者
ユーザ

着信側事業者
ユーザ

着信接続料

（他律的なコスト）
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課題① ユーザ料金の低廉化

課題② 接続料の設定における事業者間の公平性の確保

課題への対応



• 現在、電気通信事業法は、固定系（一種指定制度）ではアクセス回線のボトルネック性、移動系（二種指定制度）では電波の有

限希少性及び相対的多数のシェアに起因して市場支配力を有するものとして、主要なネットワークを保有する特定の事業者に

対して、接続料等の公平性・透明性、接続の迅速性を担保するための規律を課している。

• 接続料については、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた水準での設定（二種指定制度では当該水

準を上回らないこと）を求めている。

音声通信における現在の接続料規制 16

接続料

規制根拠 規制内容 事業者
（シェア）

算定方式 接続料水準
（令和元年度）

固
定
系

一種指定
制度

アクセス回線のボト
ルネック性

• 接続約款（接続料・接続条
件）の認可制
• 接続会計の整理義務

• 網機能提供計画の届出・公
表義務

ＮＴＴ東日本
ＮＴＴ西日本

（固定電話の約６割）

ＰＳＴＮ：
長期増分費用方式

ＩＣ接続料 ８．０６円／３分
ＧＣ接続料 ６．８７円／３分

ひかり電話：
将来原価方式

東日本 １．３１円／３分
西日本 １．４６円／３分

移
動
系

二種指定
制度

電波の有限希少性
及び相対的多数の
シェア

• 接続約款（接続料・接続条
件）の届出制
• 接続会計の整理義務

ＮＴＴドコモ
（携帯電話の約４割）

実績原価方式

７．４３円／３分

ＫＤＤＩ
（携帯電話の約３割）

１０．０７円／３分

ソフトバンク
（携帯電話の約２割）

９．５９円／３分

接続料単価

需要

適正な原価 適正な利潤＋

＝

■接続料の算定方法

＜一種指定制度＞

※ 適正な利潤 ＝ 他人資本費用 ＋ 自己資本費用 ＋ 利益対応税

接続料単価

需要

適正な原価 適正な利潤＋

≦

＜二種指定制度＞



各事業者の接続料設定 17

• 非指定事業者は、他事業者との接続において、自網の接続料を他事業者の接続料とは無関係に任意に設定することが可能で

あり、事業者間協議を通して決定することが基本。

• 発・着信の事業者の組合せにより事業者間協議の事情は様々であるが、接続料収入の減少につながることから概して着信接

続料を下げるインセンティブは生じにくい。

• 現に着信接続料の水準が争点となって、双方の合意が得られず協議が難航するケースが散見される。

接続料の設定（接続事業者別）

固定 移動

事業者 着信接続料 指定 非指定 指定 非指定

固
定

一種指定
事業者

ＮＴＴ東日本
ＮＴＴ西日本

（固定電話の約６割）

ＰＳＴＮ： ＩＣ接続料 ８．０６円／３分
ＧＣ接続料 ６．８７円／３分

ひかり電話： 東日本 １．３１円／３分
西日本 １．４６円／３分

一種指定制度に基づき設定

非指定
事業者

ＫＤＤＩ、ソフトバンク
等１５社以上

（固定電話の約３割）

事業者間協議で設定。
（例 発信側事業者の設定する接続料をベンチ
マークとして使用）

指定事業者の
接続料を踏ま
え設定する等

事業者間で個
別にルールを
設定

指定事業者の
接続料を踏ま
え設定する等

事業者間で個
別にルールを
設定

移
動

ＮＴＴドコモ
（携帯電話の約４割）

７．４３円／３分

二種指定制度に基づき設定
二種指定
事業者

ＫＤＤＩ
（携帯電話の約３割）

１０．０７円／３分

ソフトバンク
（携帯電話の約２割）

９．５９円／３分

非指定
事業者
（ＭＮＯ）

楽天モバイル
（携帯電話の１割未満）

事業者間協議で設定。
指定事業者の
接続料を踏ま
え設定する等

事業者間で個
別にルールを
設定

指定事業者の
接続料を踏ま
え設定する等

－

※ 接続事業者別に自網への着信接続料の設定方法を記載。
※ 「■」は事業者が接続料を任意に設定可能な場合。

固定網ではＰＳＴＮとＩＰ網があり、接続料水準に差があることから
事業者間協議が難航するケースあり



事業者間協議及び接続料精算の課題 18

• 着信接続料の水準が争点となって、事業者間協議が難航するケースとしては、次のようなものがある。

- 接続料水準の設定理由や算定根拠に係る情報等が十分に確認できず、接続料水準が合理的かどうか、検証が困難。

- 発信網と着信網、どちらを基準として着信側の接続料を設定するか、合意形成が困難（例 発信網ミラー）。

• 事業者間協議において双方の合意が得られず調わない場合、協議当事者は総務大臣の裁定を申請することで、接続料等に

ついての提示を受けることができる。また、電気通信紛争処理委員会にあっせん・仲裁を申請することもできる。しかし、それら申

請にも相当の稼働を要する等の理由から、申請に至らないまま事業者間協議を継続するケースも見られる。

• 指定事業者の設定する接続料について、算定方法の違いや、指定設備以外の設備に係る接続料（例 中継接続料）によって、

事業者間の料金格差が拡大しつつも、事業者間協議の対象とならずに接続料精算が行われるケースも見られる。

指定 非指定

固定

移動固定 固定

携帯 携帯

＜発信＞ ＜着信＞

携帯発・携帯着

固定発・携帯着

携帯発・固定着

固定発・固定着

• 接続料精算額の内訳
は、携帯発・携帯着が
大半を占める。
（トラヒックに加え、接続
料単価が高いことも要
因）

• 固定・携帯間の精算
額も一定程度あり。

■事業者間における接続料の精算 ■事業者間協議及び接続料精算の課題

• 算定方法の違い
• 適正原価の範囲の違い 等

• 算定の精度の違い
• 発信網ミラー等考え方の違い 等

• 固定は多くの中小事
業者が存在。



（参考）現行制度における接続料算定方法の違い 19

• 一種指定制度及び二種指定制度では、制度創設以降、それぞれにおいて接続料算定方法に係る累次の見直しが行われてき

たところ、制度内容や設備構成の違いから、音声接続料の算定方法には差異が存在する。

＜固定電話網＞ ＜携帯電話網＞

算定方法の差異（例） 一種指定制度（固定電話） 二種指定制度（携帯電話）

対象設備の範囲
端末系伝送路設備に係るコストは、トラヒック連動コストでないため
接続料原価には含めない。

端末系無線基地局や端末系伝送路設備に係るコストは、固定
資産価額比等で音声系コストとして配賦し、接続料原価に含め
る。

コスト配賦基準

明確な分計が困難な費用について、ＬＲＩＣ方式による場合はモデル
内で配賦。それ以外の算定方式による場合は、接続会計規則に掲
げる基準による他、適正な基準により配賦。そのため、事業者は具
体的な配賦基準を作成（接続会計整理手順書）。

明確な分計が困難な費用は、接続会計規則に掲げる基準によ
る他、適正な基準により配賦。そのため、事業者は具体的な配
賦基準を作成（配賦整理書）。ただし、一部の配賦基準について
作成・提出は求められていない。

営業費の扱い 接続料原価に含めない。 電気通信の啓発活動に係る営業費等、接続料原価に含める。

■対象設備の範囲

メタル

ひかり電話

光

加⼊電話等

IP網PSTN
SIP

サーバ*

収容ルータ
加⼊者
交換機

変換
装置

相互接続
交換機

信号
交換機

中継
交換機

中継ルータ

他事業者

LTE網

eNodeB
（基地局）

SGW

PGW

NodeB
（基地局）

SGSN

GGSN

MME RNC

(VoLTE⽤)

PGW IMS

GMSC

PDN（Internet） PSTN

3G網

⾳声通話

VoLTE通話
MSC

端末系伝送路設備
⇒接続料原価に含めない。

端末系無線基地局、
端末系伝送路設備
⇒接続料原価に含める。



課題② 接続料の設定における事業者間の公平性 20

課題② 接続料の設定において事業者間の公平性が確保できていない。

• 現行制度では、接続料の設定について、指定事業者は規制が及ぶ一方、非指定事業者には規制が及ばない。

• 指定事業者についても、ＮＴＴ東日本・西日本の固定電話に係る接続料はＬＲＩＣ方式等で算定される一方、携帯電話各社の接

続料は実績原価方式で算定される。

• 双方向接続では、自網への着信呼市場において市場支配力を有するという意味で、指定事業者と非指定事業者の違いによら

ず、また、一種指定事業者と二種指定事業者の違いによらず、全ての事業者が対等な関係にある。

• 事業者間の公平性を確保する観点からは、双方向接続における着信接続料の設定について、その条件をそろえることが原則で

はないか。

発信側 着信側
現在の接続形態

（接続点）
ＩＰ網へ移行後の接続形態

（接続点）

加入電話 固定電話、携帯電話
多くの通話類型において中継事業者を
介した接続
（ＰＳＴＮハブ）

双方向接続
（ＰＯＩビル）

加入電話以外の固定電話 固定電話、携帯電話 発着信事業者の組合せに応じて中継
事業者を介した接続となる場合あり
（ＰＳＴＮハブ）

双方向接続
（ＰＯＩビル）携帯電話 固定電話

携帯電話 携帯電話
双方向接続
（個別に設定）

双方向接続
（個別に設定）
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課題① ユーザ料金の低廉化

課題② 接続料の設定における事業者間の公平性の確保

課題への対応



ＩＰ網へ移行後の音声接続料の在り方 22

課題① ユーザ料金の低廉化が進んでいない。

• ユーザ料金（音声通話料）の低廉化が進んでいない。

• この要因の１つは、音声通信サービスの提供に当たり他律的なコストである接続料の高止まりにあるのではないか。

• 音声通話料の低廉化を進めるための方策の１つとして、着信接続料の低廉化を図る必要があるのではないか。

課題② 接続料の設定において事業者間の公平性が確保できていない。

• 双方向接続では、自網への着信呼市場において市場支配力を有するという意味で、指定／非指定、一種／二種に関わらず、全ての事
業者が対等な関係。

• 事業者間の公平性を確保する観点からは、双方向接続における着信接続料の設定について、その条件をそろえることが原則ではないか。

＜課題への対応方策＞

ＩＰ網へ移行後は双方向接続が主体となることを踏まえ、改めて上記課題に対応するため、
着信接続料を設定する全ての事業者を対象に着信接続料の低廉化を図る仕組みとして

着信接続料規制について検討を進めるべきではないか。



着信接続料規制と現行制度との関係 23

• 着信接続料規制と現行制度（一種指定制度、二種指定制度）とは、規制根拠、規制対象及び規制内容がそれぞれ異なる。

規制内容

データ 音声

規
制
対
象

固
定
系

一種指定事業者

非指定事業者

移
動
系

二種指定事業者

非指定事業者

着信接続料

着信接続料

着信接続料

着信接続料

二種指定制度

着信接続料規制

＜相互関係のイメージ＞

規制根拠 アクセス回線のボトルネック性

規制対象 強い交渉力を有する事業者（非対称）

規制内容 指定設備に係る接続料及び接続条件

一種指定制度

規制根拠
電波の有限希少性及び相対的多数の
シェア

規制対象 強い交渉力を有する事業者（非対称）

規制内容 指定設備に係る接続料及び接続条件

規制根拠 自網への着信呼市場のボトルネック性

規制対象 着信接続料を設定する事業者（対称）

規制内容 音声通信における着信接続料



今後の検討課題 24

＜一部答申後の検討事項＞

 算定方法等

• 算定方式について、事業者間の公平性の観点から、事業者を問わず統一すべきではないか。

（固定電話と携帯電話の間で算定方式を別とする理由はないのではないか。 等）

• 適正原価の範囲や算定条件（入力値等）について、事業者を問わず統一すべきか。

（適正原価の対象となる設備や費目についてどのように考えるべきか。また、事業者間で考慮すべき入力値等条件の違い

はあるか。例えば、周波数等が携帯基地局コストに影響するとの意見あり。算定コストとのバランスをどのように考えるか。等）

• 具体的な算定方式について、接続料低廉化等の観点から、何を用いるべきか。

（事業者間の条件の違いによる影響を軽減しつつ、接続料低廉化が可能な方式としてはpure LRIC方式が考えられるのでは

ないか。その他、接続料低廉化の程度は劣るが、平均費用方式や実績原価方式等も考えられるか。）

• 新たな算定方法への移行に当たって、経過措置等を考える必要があるか。

（携帯発・携帯着は、携帯電話事業の特性等に起因し事業者間精算額の規模が大きく、着信接続料が低廉化すると競争

環境及び事業者の経営に大きな影響が生じるとの意見あり。これを踏まえた考慮の必要性についてどう考えるか。 等）

• 双方向接続以外における音声接続料について、どのように扱うべきか。

（例えば、中継事業者を介した接続における着信接続料についても同様に扱うことが妥当か。 等）

• 着信接続料の低廉化を図ることにより想定される影響について、どのように考えるべきか。

（発信接続料の高騰可能性、音声系・データ系コスト配賦への影響 等）

 規制方式 （例 上限料金規制）

 手続 （例 届出、認可） 等
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概要 適用事例 低廉化可能性

長期増分費用方式

純粋増分費用方式

（pure LRIC方式）
• 仮想的に構築された効率的なネットワークのコストに基

づき算定。

• 接続呼により追加的に発生する費用のみを配賦（固定
共通費は含まない）。

• 事業者の条件の違いによる接続料への影響の軽減や
接続料の低廉化が可能。

• 欧州における固定電話、携帯電
話

◎

平均費用方式 • 仮想的に構築された効率的なネットワークのコストに基
づき算定。

• 固定共通費を含む全ネットワーク費用を配賦。

• 固定電話（加入電話）
○

実際費用方式

実績原価方式 • 過去の実績需要・費用に基づき算定。 • 携帯電話
• 加入者回線（ドライカッパ）

△

将来原価方式 • 将来の予測需要・費用に基づき算定。

• 新規かつ相当の需要増加が見込まれるサービスに係
る設備に適用。

• ＮＧＮ（ひかり電話含む）
• 加入者回線（光ファイバ） △

事業者向け割引料金
（キャリアズレート）

• 小売料金から営業費相当分を控除したものを接続料と
して設定。

• ＩＳＤＮ加入者回線
×

■ コスティング方式（例）

■ プライシング方式等（例）

概要 適用事例 低廉化可能性

上限料金規制 • 接続料水準の上限を設定する方式で、料金設定につい
て裁量の確保が可能。

• 携帯電話
－

ビル・アンド・キープ方式 • 事業者間のトラヒックバランスが均衡するものとして、接
続料は互いに請求しない方式。

• ネットワークコストは、自網の利用者から回収。

• 米国における固定電話、携帯電
話 －
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 EUのPure LRIC⽅式では、着信接続通話を最後の増分と考えた場合の純粋な増分
費⽤のみを、着信接続料を通じて回収できることとしている。

Pure LRIC⽅式で着信接続料として回収できる費⽤の範囲

着信接続通話以外の
トラヒック（網内呼等）

着信接続通話の
トラヒック

Pure LRIC（EU方式）で
回収できる費用

トラヒック

費用

LRAIC+（日本方式）
で回収できる費用

NTSコスト

LRAIC+: Long Run Average Incremental Cost+
「Average」は平均費⽤、「+」は固定共通費のマークアップ
を意味する。

固定共通費
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• 着信接続料規制において着信接続料の低廉化を図る場合にも、適正原価の考え方が原則となる。

• 着信接続料の低廉化を図るための方法として、例えば、着信接続呼とそれ以外の音声通信呼とで区分し、着信接続呼に係るコ

ストの配賦に傾斜を設ける（コストの一部は配賦しない）といった方法が考えられる。

- この際、双方向着信接続呼以外の接続呼（発信接続呼等）に係る接続料は一定程度上昇。

- 網内呼に配賦されたコストは、外部からコスト回収することなく自社が負担。

- ただし、全ての事業者が同様の算定を行う場合、外部への接続料支出も減少する。

＜着信接続料の低廉化と適制原価の関係＞

（自網コスト）

網内 発信 着信

自社負担 接続料で回収

コストの一部は
配賦しない

自社負担の増加

着信以外の
音声通信呼

＜収入＞ ＜支出＞

接続料
収入

ネットワーク
コスト

小売料金
収入

接続料
支出

＜接続料収支への影響＞

自社負担の増加

自社負担の減少
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 欧州では、2009年の着信接続料に関するＥＵ勧告により、多くの国が、全事業者を対象とした着信接続料規制を導⼊。
 着信接続料に関するＥＵ勧告の⽬的・期待効果は以下のとおり。

 着信接続料規制の導⼊により、EU諸国では携帯の⼩売料⾦プランに変化が⾒られた。
 接続料の低廉化により、網内呼と網外呼の料⾦差が解消される傾向が⾒られた。
 通話のオールネット定額掛け放題プランの提供が普及した（現在では⼀般化している）。

＜三菱総合研究所資料を基に作成＞

目的 • 接続料水準を引き下げ、競争促進や消費者便益の向上を目指すこと

期待された効果

＜産業への効果＞
• 競争促進により、効率性や革新性を促進するインセンティブを誘発し、新たな収益機会が期待
• 事業者間におけるトラヒックの非均衡性に起因する財政的インパクトを最小化 等
＜消費者への効果＞
• 約２０億ユーロの消費者便益の向上
• 競争促進により、欧州全域において料金の低廉化が進展 等

出典︓「Assessment of the 2009 Termination Rates
Recommendation and costing methodologies for 
estimating termination rates」(TERA Consultants)

※数字は各国規制当局へのアンケートで、それぞれ
の提供状況について「はい」と回答した国の⽐率


